
県内で社会的事業を起業する予定の方
※大分県内に居住または居住予定者に限る
※公募開始日以降、補助事業完了日までに県内
で開業届出又は法人設立を行う者

◎社会的事業とは、「社会性」「事業性」「必要性」
の要件をすべて満たすものを指します。

対象者

対象経費

大分県内で起業予定の方（大分県内に居住又は居住予定）へ

令和元年度大分県地域課題解決型
起業支援補助金のご案内

事務局
大分県産業創造機構 経営支援課 （担当）阿部

補助対象事業について

地域活性化関連、まちづくりの推進
、過疎地域等活性化関連、買物
弱者支援、地域交通支援、社会
教育関連、子育て支援、環境関
連、社会福祉関連、インバウンド・ツ
ーリズム関連

人件費、店舗等借入費、設備費、原材料
費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費
、外注費、委託費、マーケティング調査費、
広報費 など

※人件費は、交付決定を受けた事業に直接
従事する従業員に支払う給与・賃金に限る

（対象事業の具体例）
・古民家を活用したゲストハウス
・商店街の空き店舗を活用した起業
・地域資源を活用した飲食サービス
・福祉施設への出張理美容サービス

・・・など

お申し込みから交付までの流れ

事業計画書
提出

審査 採択
交付

申請

交付

決定

補助事業

実施

実績

報告

補助金

精算払い

〒870-0037 大分県大分市東春日町17ｰ20 （TEL）097ｰ537ｰ9111

※公募開始日以降、補助事業完了日までに県内
で開業届出又は法人設立を行うこと

大分県内で、地域課題の解決を目的とした、
社会的事業を新たに起業する方を対象に、
対象経費の最大２分の１（最大200万円）
を補助します。※採択予定件数 15件程度

＜公募期間＞

令和元年8月5日（月）
～ 令和元年9月6日(金)

事業計画相談先
おおいたスタートアップセンター（TEL) 097-534-2755
大分県よろず支援拠点 （TEL）097-537-2837

応募様式ダウンロード
https://startup.oita.jp/boshu/entrgrantsoita2019/



※個人情報の取り扱いについて ： ご記入いただきました個人情報は、本説明会以外の目的には使用いたしません。

【お問合わせ先】 大分県産業創造機構 経営支援課（担当：阿部） TEL：097-537-9111

【お申し込み先】 大分県産業創造機構 経営支援課 担当 阿部
【お申し込み方法】 FAX又は簡易申請により、申込みを行ってください。
（FAX） 097-534-4320
（簡易申請）スマートフォン等のカメラで、右記のQRコードを読み込むと、

申込み受付ページにアクセスします。

====  参加申込書 【申込締切 ： 令和元年8月7日（水）17時まで】 ====

会社・団体・学校名 ＴＥＬ

ご住所

E-mail

参 加 者

ご所属・役職 お名前

※駐車台数のご用意はありません。お近くの有料
駐車場をご利用いただくか、公共交通機関の
ご利用にご協力ください。

大分県地域課題解決型起業支援補助金
公募説明会のご案内

↓簡易申請用
QRコード

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

【日時】

令和元年８月９日（金）
14：00～16：00

【場所】
大分県産業創造機構
ソフィアホール 会議室A

（大分ソフトパーク内 大分第2ソフィアプラザビル2Ｆ）

【対象者】
・補助金への申込みを検討されている方
・市町村ご担当者、商工会議所・商工会
ご担当者など支援機関の方
・金融機関ご担当者 等

◆ 会場のご案内 ◆


